
■詳しくは、役場『産業再生推進本部』までご連絡下さい。

【代表】TEL53-1111　【直通】TEL53-1164

※事業化することが条件です。
☆事業化とは生産・営利を目的とした活動を継続して行うことです☆

①補助金は、最長３年間受けることができます。
補助率は、最高で１年目が３/４。２年目と３年目は１/２です。

②補助金の額は、１年で 最高１００万円です。

※以下のような事業は補助対象となりません。

①一般的な小売業や料飲業等。

②視察のみやラベル製作、備品購入がほとんどの事業。

③その他、補助することが不適当と思われる事業。

あなたのアイディア・思いを

事業化しませんか

■新たに事業を起こしたい・・・ こんなことをすれば？ こんなことがやりたい！

■新商品を開発したい・・・ こんなものを作れば売れる！

■今ある特産品をこうすれば！

あなたのアイディア実現に

町がお手伝いします！

地域にある資源を使って

≪これまでの制度での実績≫
【特産品】

◎初恋あまなつ(甘夏を使ったジャム)
◎湯め椿（椿油を使った入浴剤）
◎あごせん（アゴを使ったせんぺい）
【その他】
◎民泊開設

新上五島町 産業起業支援補助金


